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表紙*電子提供措置用*

証券コード：5704
　

招集ご通知

第32回定時株主総会招集ご通知

議決権行使についてのご案内

株主総会参考資料
第1号議案　取締役6名選任の件
第2号議案　監査役3名選任の件

招集ご通知提供書面
事業報告
1．会社の現況
2．株式の状況
3．新株予約権等の状況
4．会社役員の状況
5．会計監査人の状況
6．株式会社の支配に関する基本方針
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招集ご通知

証券コード　５７０４
（発送日）２０２４年３月11日

（電子提供措置開始日）２０２４年３月５日
株　主　各　位

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目５番５号
株 式 会 社 Ｊ Ｍ Ｃ
代表取締役社長兼ＣＥＯ 渡 邊 大 知

　【当社ウェブサイト】
　　https://www.jmc-rp.co.jp/
　　（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより
　　　「ＩＲ情報」→「株式情報」→「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

　【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
　　https://d.sokai.jp/5704/teiji/

　【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
　　（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、銘柄名（会社名）に「ＪＭＣ」
　　　又は「コード」に当社証券コード「5704」を入力・検索し、
　　　「基本情報」→「縦覧書類/ＰＲ情報」を順に選択して、
　　　「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

第３２回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第３２回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりま
すので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげま
す。

　なお、当日のご出席に代えて、電磁的方法（インターネット）または書面（議決権行使書用
紙）によって事前に議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご
検討の上、2024年３月25日（月）午後６時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあ
げます。
　詳しくは、「議決権行使についてのご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

－ 1 －
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招集ご通知

１． 日 時 ２０２４年３月26日（火曜日）午前１０時
受付開始：９時30分

２． 場 所 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目６番１５号
　新横浜グレイスホテル　４階　シャーロット
　　（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３． 目 的 事 項
報 告 事 項 第３２期（２０２３年１月１日から２０２３年１２月３１日まで）

事業報告及び計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案
第２号議案

取締役６名選任の件
監査役３名選任の件

     

記

以　上

◇当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付
にご提出くださいますようお願い申しあげます。
　なお、当日は午前9時30分より受付を開始いたします。

◇書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたし
ますが、当該書面は、法令及び当社定款の定めに基づき、次に掲げる事項を除いております。

　　①　事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
　　②　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
　したがいまして、当該書面に記載している事業報告及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を

作成するに際して監査をした計算書類の一部であり、また、監査役が監査報告を作成するに際して
監査をした事業報告及び計算書類の一部であります。

◇電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
　旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◇定時株主総会終了後、株主様向け会社説明会を同会場にて開催する予定です。お時間の許す株主
　様は引続きご出席くださいますようお願い申しあげます。

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。
（受付開始：午前9時30分）

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2024年3月26日（火曜日）
午前10時

2024年3月25日（月曜日）
午後6時到着分まで

2024年3月25日（月曜日）
午後6時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向け
サイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使
コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使を
お願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移
できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」をクリック

「パスワード」を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）

－ 4 －
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第一号議案　取締役6名の選任

候補者番号 氏　名 当社における地位

1 わたなべ

渡邊
 

　
だ い ち

大知 代表取締役社長兼CEO 再 任
　

2 すず

鈴
き

木
 

　
ひろ

浩
ゆき

之 専務取締役兼COO 再 任
　

3 しの

篠
ざき

﨑
 

　
し

史
ろう

郎 取締役兼CFO 再 任
　

4 やま

山
ざき

﨑
せい

晴
た

太
ろう

郎 取締役兼CDO 再 任
　

5 なが

長
さか

坂
 

　
ひで

英
き

樹 取締役 再 任 社 外 独 立
　

6 おか

岡
もと

本
 

　
ひで

英
とし

利 取締役 再 任 社 外 独 立
　

再 任
　
再任取締役候補者 社 外

　
社外取締役候補者 独 立

　
証券取引所の定めに基づく独立役員

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　取締役６名選任の件
　取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６
名の選任をお願いするものであります。

　　取締役候補者は次のとおりであります。

－ 5 －
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第一号議案　取締役6名の選任

候補者
番号

ふ　　り　　が　　な

氏　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

保有する
当社の株式数

１

 　わたなべ　　 だいち
渡　邊　大　知

（1974年４月２日）

1 9 9 4 年 ３ 月
1 9 9 9 年 ４ 月
2 0 0 0 年 ９ 月
2004年12月
2013年10月

2 0 1 9 年 2 月

ボクシング プロデビュー
当社入社
当社専務取締役
当社代表取締役社長
経済産業省主催
「新ものづくり研究会」委員
当社代表取締役社長兼CEO（現任）

1,261,200株

【選任理由】
長年にわたり当社の代表取締役社長として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な
役割を果たしてきたことから、今後も当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待で
きると判断したためです。

２

　　すずき　　 ひろゆき
鈴　木　浩　之

（1979年８月28日）

2002年11月
2 0 0 6 年 １ 月

2 0 1 9 年 2 月

有限会社エス・ケー・イー設立
当社と合併
当社専務取締役
当社専務取締役兼COO（現任）

401,200株

【選任理由】
長年にわたり当社の営業及び製造部門の責任者として、当社の全事業を牽引するとともに、専務
取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしてきたことか
ら、今後も当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待できると判断したためです。

－ 6 －
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第一号議案　取締役6名の選任

候補者
番号

ふ　　り　　が　　な

氏　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

保有する
当社の株式数

３

 　しのざき　　 しろう
篠　﨑　史　郎

（1965年12月１日）

1 9 8 8 年 ４ 月

2000年12月
2001年12月

2 0 0 4 年 ７ 月

2 0 0 5 年 ６ 月
2006年11月

2006年12月
2 0 0 8 年 ８ 月

2 0 1 0 年 ２ 月

2011年11月

2 0 1 5 年 ２ 月

2 0 1 5 年 ８ 月
2 0 1 8 年 １ 月
2 0 1 8 年 ３ 月
2 0 1 9 年 2 月

ガデリウス株式会社（現ＡＢＢ株式
会社）入社
ビー・エム・ダブリュー株式会社入社
ハドソン・ジャパン債権回収株式会
社（現 ハドソン・ジャパン株式会
社）入社 ヴァイスプレジデント
ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ
株式会社に出向財務管理本部長
同社取締役
スター・ホテル・リート・マネジメ
ント株式会社（現ハドソン・ジャパ
ン株式会社）に出向
同社取締役
同社リート事業本部
シニアヴァイスプレジデント
株式会社パノラマ・ホスピタリティ
入社 ディレクター
モルガン・スタンレー・キャピタル
株式会社入社
いちご不動産投資顧問株式会社
（現 いちご投資顧問株式会社）入社
プロジェクト室長
同社 ホテルリート本部 管理部長
当社入社 経営企画室 室長
当社取締役
当社取締役兼CFO（現任）

7,200株

【選任理由】
長年にわたり財務経理分野で培った知見を有し、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役
割が期待できると判断したためです。

－ 7 －
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第一号議案　取締役6名の選任

候補者
番号

ふ　　り　　が　　な

氏　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

保有する
当社の株式数

４

 　やまざき　　せいたろう
山　﨑　晴太郎

（1982年８月14日）

2 0 0 6 年 ４ 月
2008年10月

2 0 1 4 年 ７ 月
2 0 1 6 年 ３ 月

2 0 1 9 年 2 月
2 0 2 1 年 7 月

ビルコム株式会社入社
株式会社まくら（現 株式会社セイタ
ロウデザイン）設立
代表取締役（現任）
当社取締役
株式会社セイタロウデザイン金沢
取締役（現任）
当社取締役兼CDO（現任）
株式会社エスプロ 設立
代表取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社セイタロウデザイン
代表取締役
株式会社エスプロ
代表取締役

75,600株

【選任理由】
デザイン・設計分野及び会社経営で培った経験と知見を有し、また当社のコーポレートブランド
を構築した実績から、今後も当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待できると判
断したためです。

－ 8 －
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第一号議案　取締役6名の選任

候補者
番号

ふ　　り　　が　　な

氏　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

保有する
当社の株式数

５

 　ながさか　　 ひでき
長　坂　英　樹

（1969年11月27日）

1 9 9 4 年 ５ 月

1 9 9 8 年 １ 月

2 0 0 4 年 ９ 月

2 0 0 7 年 ６ 月
2 0 1 3 年 １ 月

2 0 1 7 年 ８ 月

2 0 1 9 年 ３ 月

アンダーセン・コンサルティング
（現アクセンチュア）入社
アーサーアンダーセン税務事務所
（宇野紘一税理士事務所 / 現ＫＰＭ
Ｇ税理士法人）入所
株式会社モルガン・スタンレー・プ
ロパティーズ・ジャパン（現・モル
ガン・スタンレー・キャピタル株式
会社）入社
ＫＢツヅキ株式会社 取締役
モルガン・スタンレー・キャピタル
株式会社 ヴァイスプレジデント
グローバル・トランザクション・
パートナーズ株式会社設立
代表取締役（現任）
当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
グローバル・トランザクション・
パートナーズ株式会社
代表取締役

－株

【選任理由及び期待される役割の概要】
長年にわたり税務・会計分野で培った経験と知見を有し、当社の事業拡大及び経営全般に対する
適切な役割が期待できると判断し、社外取締役として引き続き選任をお願いするものでありま
す。

－ 9 －
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第一号議案　取締役6名の選任

候補者
番号

ふ　　り　　が　　な

氏　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

保有する
当社の株式数

６

 　おかもと　　ひでとし
岡　本　英　利
（1956年6月7日）

1 9 8 5 年 ７ 月

1 9 9 0 年 ３ 月

1 9 9 6 年 ９ 月
1 9 9 7 年 ９ 月
2 0 0 9 年 ９ 月
2 0 1 2 年 ９ 月
2 0 1 4 年 １ 月

2 0 1 5 年 ７ 月
2 0 2 0 年 ３ 月

日本コンピュータ開発株式会社
（現 株式会社アイネット）入社
株式会社ソニープロキュアメントサ
ービス（現 株式会社ソニートレーデ
ィングインターナショナル）入社
株式会社エルテックス入社
同社取締役
同社専務取締役
同社取締役社長
株式会社オン・アンド・オン 設立、
代表取締役（現任）
株式会社グリーンクロス 取締役
当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社オン・アンド・オン
代表取締役

－株

【選任理由及び期待される役割の概要】
株式会社オン・アンド・オンの代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広
い見識を有しております。これまでの経験や知見をもとに、当社の経営を監督していただくとと
もに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与してい
ただくため、社外取締役として引き続き選任をお願いするものであります。

－ 10 －
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第一号議案　取締役6名の選任

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．長坂英樹氏及び岡本英利氏は社外取締役候補者であります。

　　　３．長坂英樹氏及び岡本英利氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、両氏の社外取締役
としての在任期間は、本総会終結の時をもって長坂英樹氏が５年、岡本英利氏が４年とな
ります。

　　　４．当社は、長坂英樹氏及び岡本英利氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低限度額としており、両氏の再任
が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

　　　５．当社は、当社全取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する
役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約は、被保険者が
その職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによ
って生ずることのある争訟費用及び損害賠償金等を補填することとしており、保険料は全
額当社が負担しております。各取締役候補者の再任が承認された場合には、引き続き当該
保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時にお
いても同内容での更新を予定しております。

　　　６．当社は、長坂英樹氏及び岡本英利氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け
出ております。両氏の再任が承認された場合には、引き続き両氏を独立役員とする予定で
あります。

　　　７．「所有する当社の株式数」には、各候補者の役員持株会における持分株式数を含めており
ません。

－ 11 －
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第二号議案　監査役3名の選任

候補者番号 氏　名 当社における地位

1 やま

山
した

下
 

　
よし

芳
お

生 常勤監査役 再 任 社 外 独 立
　

2 むら

村
た

田
 

　
しん

真
いち

一 監査役 再 任 社 外 独 立
　

3 ます

増
だ

田
 

　
みつ

光
とし

利 監査役 再 任 社 外 独 立
　

再 任
　
再任監査役候補者 社 外

　
社外監査役候補者 独 立

　
証券取引所の定めに基づく独立役員

第２号議案　監査役３名選任の件
　監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役３
名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　　監査役候補者は次のとおりであります。

－ 12 －
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第二号議案　監査役3名の選任

候補者
番号

ふ　　り　　が　　な

氏　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

保有する
当社の株式数

１

 　やました　　 よしお
山　下　芳　生

（1949年８月31日）

1 9 7 3 年 ４ 月

1 9 9 5 年 ６ 月

1996年11月
1 9 9 9 年 ７ 月

2 0 0 0 年 １ 月

201５年１月

日本勧業角丸証券株式会社（現 みず
ほ証券株式会社）入社
勧角証券株式会社（現 みずほ証券株
式会社）茨木支店長
同社浜松支店長
株式会社フレッグインターナショナ
ル入社
亜細亜証券印刷株式会社（現 株式会
社プロネクサス）入社
当社常勤監査役（現任）

5,600株

【選任理由】
金融機関の支店長を歴任する等、金融法務に関して幅広い知見を有していることから、高い監督
能力を期待できると判断し、社外監査役として引き続き選任をお願いするものであります。

－ 13 －
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第二号議案　監査役3名の選任

候補者
番号

ふ　　り　　が　　な

氏　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

保有する
当社の株式数

２

　　むらた　　 しんいち
村　田　真　一

（1968年３月７日）

1 9 9 5 年 ４ 月

2 0 1 2 年 ６ 月

2 0 1 4 年 2 月
2 0 1 5 年 ３ 月
2 0 1 5 年 ６ 月

2 0 1 8 年 ６ 月

2 0 2 0 年 ６ 月

2023年10月

弁護士登録・兼子岩松法律事務所入
所（現任）
株式会社プラザクリエイト（現 株式
会社プラザホールディングス）監査
役
株式会社クロスフォー 監査役
当社社外監査役（現任）
シュッピン株式会社 社外取締役（現
任）
株式会社プラザホールディングス 　
社外取締役（監査等委員）（現任）
株式会社坪田ラボ 社外監査役（現
任）
株式会社クロスフォー 社外取締役
（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）
兼子岩松法律事務所 弁護士
株式会社プラザホールディングス　
社外取締役
シュッピン株式会社 社外取締役
株式会社クロスフォー 社外取締役
株式会社坪田ラボ 社外監査役

－

【選任理由】
弁護士であり、金融商品取引法、会社法等、法律に関する専門的な知識を有しているため、法務
に関して高い監督機能を期待できると判断し、社外監査役として引き続き選任をお願いするもの
であります。

－ 14 －
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第二号議案　監査役3名の選任

候補者
番号

ふ　　り　　が　　な

氏　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

保有する
当社の株式数

３

 　　ますだ　　 みつとし
増　田　光　利

（1968年３月27日）

1990年10月

1 9 9 4 年 ４ 月
2001年12月

2007年12月

2 0 1 4 年 ３ 月

2 0 1 6 年 ３ 月

2 0 1 7 年 ５ 月

2 0 1 9 年 ６ 月

2 0 2 0 年 3 月
2 0 2 2 年 1 月

朝日新和会計社（現 有限責任 あずさ
監査法人）入社
公認会計士登録
公認会計士増田会計事務所開設（現
任）
株式会社えいえん堂設立 代表取締役
（現任）
株式会社シー・エス・イー 監査役
（現任）
株式会社エプコ 取締役（監査等委
員）
日本アコモデーションファンド投資
法人 監督役員
Yee Japan株式会社設立 代表取締役
（現任）
当社社外監査役（現任）
株式会社ニュー・クイック監査役
（現任）

（重要な兼職の状況）
公認会計士増田会計事務所 所長
株式会社えいえん堂 代表取締役
Yee Japan株式会社 代表取締役

－

【選任理由】
公認会計士として、財務・会計及び税務に精通し、高い専門性と豊富な知見を有しております。
これまで培われてきた経験は当社の監査体制の強化に寄与するものと判断し、社外監査役として
引き続き選任をお願いするものであります。

－ 15 －
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第二号議案　監査役3名の選任

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．山下芳生氏、村田真一氏及び増田光利氏は社外監査役候補者であります。

　　　３．山下芳生氏、村田真一氏及び増田光利氏は現在、当社の社外監査役であります。監査役と
しての在任期間は、本総会終結の時をもって山下芳生氏、村田真一氏は９年、増田光利氏
は４年となります。

　　　４．当社は、山下芳生氏、村田真一氏及び増田光利氏との間で会社法第427条第１項の規定に
基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契
約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低限度額としてお
り、各氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

　　　５．当社は、当社全取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する
役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約は、被保険者が
その職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによ
って生ずることのある争訟費用及び損害賠償金等を補填することとしており、保険料は全
額当社が負担しております。各監査役候補者の再任が承認された場合には、引き続き当該
保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時にお
いても同内容での更新を予定しております。

　　　６．当社は、山下芳生氏、村田真一氏及び増田光利氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役
員として指定し、同取引所に届け出ており、再任が承認された場合には、引き続き独立役
員とする予定であります。

　　　７．「所有する当社の株式数」には、各候補者の役員持株会における持分株式数を含めており
ません。

－ 16 －
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

(2023年 1 月 1 日から
2023年12月31日まで)
事　 業　 報　 告

１．会社の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当事業年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行に伴
い、行動制限が緩和されるなど、社会経済活動の正常化が進展することで回復の兆しが見られ
ております。一方で、原油・原材料価格の高止まりの影響、中国をはじめとした諸外国の景気
減退、地政学的リスクの長期化など依然として不透明な状況であります。
　当社を取り巻く試作・開発市場は、世界的なカーボンニュートラル（温室効果ガス排出実質
ゼロ）目標達成に向けたＥＶ（電気自動車）開発の本格化により、複雑形状かつ大型サイズの
試作品が求められる傾向が顕著となりました。このため当社は、新たな生産技術「ギガキャス
ト（注１）」の試作需要に応えるため、大型低圧鋳造炉の導入を行い、大型試作品の供給体制
の整備を進めました。また、ＦＡ（ファクトリーオートメーション（注２））協働ロボット案
件についても堅調な受注状況が継続し、業績を牽引いたしました。
　このような環境の中、伊豆木産業用地（長野県飯田市）に国内最大規模の砂型鋳造工場棟
「コンセプトセンター第８期棟」を建設し、2023年９月に稼働を開始いたしました。これに
より、従来は不適とされてきた自硬性砂型鋳造（注３）による鋳造品の量産が可能となりまし
た。
　３Ｄプリンター事業では、株式会社ケイズデザインラボ（東京都千代田区）と共同で、製造
業向けに３Ｄプリンターによる小ロット生産確立と普及を支援する事業「デジタル製造プログ
ラム（注４）」の一環として、樹脂３Ｄプリンター「Ｆｉｇｕｒｅ４」を新たに設置し、様々
な樹脂を用いた積層品の量産に向けた提案を進めました。
　この結果、当事業年度の経営成績は、売上高3,640,002千円（前期比23.2％増）、営業利益
536,623千円（前期比52.8％増）、経常利益533,438千円（前期比39.9％増）、当期純利益
363,695千円（前期比46.9％増）となり、売上高・利益の各項目で過去最高を達成しました。

　セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。
　なお、当事業年度より、従来「３Ｄプリンター出力事業」としていた報告セグメントの名称
を「３Ｄプリンター事業」に変更しております。この変更はセグメント名称の変更であり、セ
グメント情報に与える影響はありません。

－ 17 －
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

①３Ｄプリンター事業
　３Ｄプリンター事業におきましては、心臓カテーテルシミュレーター「ＨＥＡＲＴＲＯＩ
Ｄ（ハートロイド）」の販売促進活動を、海外で開催される各種国際会議や展示会での出席
及び実演などを中心に、積極的かつ継続的に実施したことで製品認知が進み、グローバルデ
バイスメーカーなどからの受注が続きました。
　また、工業向け試作品を中心とした出力サービスにつきましても、試作・開発市場の景況
感の回復により、「短納期」・「高品質」が要求される案件や、まとまった数量の造形を必
要とする大口案件を中心に受注が拡大しました。
　この結果、３Ｄプリンター事業の売上高は729,705千円（前期比33.6％増）、セグメント
利益は199,751千円（前期比91.8％増）となりました。

②鋳造事業
　鋳造事業におきましては、自動車メーカー各社及び部品メーカーを中心とした国内外のＥ
Ｖ関連の試作及び開発や、ＦＡ協働ロボット関連の量産部品及び開発に関する案件の受注が
年間を通じて堅調に推移いたしました。また、レストア（旧型車両等の老朽化した部品を供
給する）分野では、「日産L28型エンジンシリンダーヘッド」の市販化に続き、ユーザーか
らの要望を取り入れた新たな開発プロジェクトへの着手など、ブランドサイト「ＪＭＣ　Ｂ
ＡＳＥ」（注５）とともに、レストアブランドの周知拡大を進めました。
　生産面ではコンセプトセンター（長野県飯田市）、ミーリングセンター（静岡県浜松市浜
名区）両工場による柔軟な生産体制の構築、短納期対応、原価低減活動により、全社業績を
大きく牽引しました。
　この結果、鋳造事業の売上高は2,505,656千円（前期比22.6％増）、セグメント利益は
558,000千円（前期比24.4％増）となりました。

③ＣＴ事業
　ＣＴ事業におきましては、二次電池の研究開発、製造に必要なあらゆる技術、部品・材
料、装置および二次電池メーカーが出展する大規模な展示会「ＢＡＴＴＥＲＹ　ＪＡＰＡＮ
（バッテリージャパン）国際二次電池展」への出展により、産業用ＣＴスキャンサービスの
周知・啓蒙活動に努めましたが、顧客製品の不具合箇所を特定する「非破壊検査・選別サー
ビス」の案件ボリュームが前期と比較して減少した影響により、売上高は前期を下回り、セ
グメント利益は前期並みにとどまりました。
　この結果、ＣＴ事業の売上高は404,640千円（前期比9.3％減）、セグメント利益は
276,003千円（前期比2.8％増）となりました。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

（注１）ギガキャスト
　大型の鋳造設備で複数のアルミ合金部品を１つのパーツとして成型し、大型の車体部
品を生産する方法です。当社では自動車生産工程のギガキャスト化を見据え、試作段階
での大型アルミニウム鋳造品の提案ができるよう準備を進めております。

（注２）ファクトリーオートメーション
　工場における生産工程の自動化を図るシステムのことで、当社では需要増加が著しい
協働ロボット分野で使用される筐体の金属部品に、軽量かつ高強度のマグネシウム鋳造
品やアルミニウム鋳造品を提案しております。

（注３）自硬性砂型鋳造
　砂に樹脂と硬化剤を混ぜることで強度のある砂型を作る工法で、量産性が低いことか
ら、通常は量産前の試作用途で使用されております。

（注４）デジタル製造プログラム
　事業主体者である株式会社ケイズデザインラボと当社及び３ＤｉＨ各社（八十島プロ
シード株式会社・原田車両設計株式会社）が３Ｄプリンターによる小ロット生産の確立
と普及を支援する事業です。当事業は、経済産業省「令和元年度補正ものづくり・商
業・サービス生産性向上促進補助金」に採択されたビジネスモデル構築型補助事業で
す。
■ ３Ｄプリント製造を取り込んだビジネスの検討・ご提案
■ ３Ｄプリントによる製品製造ベンチマークのフルサポート
■ ３Ｄプリントによる小ロット生産の品質検証
■ ３Ｄプリント製造をイノベーションの核とした各種補助金申請サポート
（https://portal.monodukuri-hojo.jp）
（https://ksdl.co.jp/dxc/contents_sv_dmp.html）

（注５）ブランドサイト「ＪＭＣ　ＢＡＳＥ」
　当社の高い鋳造技術や産業用ＣＴでの検査技術を活かして、メーカーで生産終了とな
った商品を製造販売することで多くの方に大切な自動車や自動二輪車を長く楽しんでい
ただくための当社のレストア分野専用のＷＥＢサイトです（https://jmcbase.com）。

なお、当事業年度の販売実績を産業区分別に示すと次のとおりであります。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

セグメント内産業区分
第32期

（2023年１月１日から2023年12月31日まで）
販売件数（件） 販売金額（千円） 比率（％）

卸売業 352 374,775 51.4
精密機械・医療機械器具製造業 428 91,668 12.6
電気機械器具製造業 282 65,057 8.9
一般機械器具製造業 148 42,600 5.8
専門サービス業
（他に分類されないもの） 47 35,954 4.9

その他の製造業 212 19,961 2.7
輸送用機械器具製造業 72 18,226 2.5
その他の事業サービス業 27 14,358 2.0
広告・調査・情報サービス業 5 12,387 1.7
その他 322 54,716 7.5

合計 1,895 729,705 100.0

セグメント内産業区分
第32期

（2023年１月１日から2023年12月31日まで）
販売件数（件） 販売金額（千円） 比率（％）

一般機械器具製造業 773 1,760,923 70.3
輸送用機械器具製造業 106 272,905 10.9
卸売業 133 241,685 9.6
電気機械器具製造業 75 117,644 4.7
鉄鋼業，非鉄金属製造業 31 46,438 1.9
自動車・自転車小売業 18 33,023 1.3
精密機械・医療機械器具製造業 33 18,339 0.7
専門サービス業
（他に分類されないもの） 11 5,154 0.2

化学工業 6 4,330 0.2
その他 13 5,212 0.2

合計 1,199 2,505,656 100.0

　　　　３Ｄプリンター事業

　　　　鋳造事業
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

セグメント内産業区分
第32期

（2023年１月１日から2023年12月31日まで）
販売件数（件） 販売金額（千円） 比率（％）

卸売業 163 114,376 35.7
輸送用機械器具製造業 141 112,060 27.7
一般機械器具製造業 27 30,691 7.6
精密機械・医療機械器具製造業 73 28,355 7.0
電気機械器具製造業 62 26,134 6.5
専門サービス業
（他に分類されない物） 35 14,158 3.5

その他の製造業 12 10,740 2.7
化学工業 15 5,467 1.4
鉄鋼業，非鉄金属製造業 12 5,270 1.3
その他 71 27,385 6.8

合計 611 404,640 100.0

　　　　ＣＴ事業

(注) １. 産業区分に関しては、株式会社帝国データバンクのＴＤＢ産業分類表の中分類に従っております。
２. 販売件数、販売金額及び比率は、セグメント間の内部売上高又は振替高は含まれておりません。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

②　設備投資の状況
　当事業年度において実施いたしました当社の設備投資の総額は794,707千円で、その主
なものは次のとおりであります。

イ．当事業年度に完成した主要設備
（鋳造事業　コンセプトセンター）

第８期棟　工場建物
自硬性砂処理造形設備
鋳造溶解炉　5基
ハンガーブラスト機
砂型輸送ライン及び作業デッキ
キュービクル

ロ．当事業年度において継続中の主要設備の新設、拡充
該当事項はありません。

ハ．当事業年度に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失
該当事項はありません。

③　資金調達の状況
当社は、設備資金への充当を目的として、長期借入金550,000千円の資金調達を実施い

たしました。また、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と650,000千円の
当座貸越及び財務基盤の安定を図るため取引銀行1行と300,000千円のコミットメントラ
イン契約を締結しており、当事業年度末における借入実行残高は100,000千円でありま
す。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区 分 第 29 期
(2020年12月期)

第 30 期
(2021年12月期)

第 31 期
(2022年12月期)

第 32 期
(当事業年度)

(2023年12月期)
売 上 高 (千円) 2,458,957 2,416,536 2,995,470 3,640,002
経 常 利 益
又 は
経 常 損 失 （ △ ）

(千円) △206,787 153,686 381,371 533,438

当 期 純 利 益
又 は
当 期 純 損 失 （ △ ）

(千円) △173,204 114,200 247,541 363,695

１株当たり当期純利益
又 は
１株当たり当期純損失
（△）

(円) △32.75 21.58 46.66 67.87

総 資 産 (千円) 3,784,063 3,808,237 4,332,013 4,980,604

純 資 産 (千円) 2,085,861 2,200,061 2,457,320 2,861,174

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 394.22 415.80 461.87 519.90

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に
より、１株当たり純資産は自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

２. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第31期の期首から適
用しており、第31期事業年度以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後
の指標等となっております。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　　　　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
　　　　該当事項はありません。
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⑷　対処すべき課題
　　当社が、事業推進上重要課題と認識している点は、以下のとおりであります。

　　（３Ｄプリンター事業）
　　　①心臓カテーテルシミュレーター「ＨＥＡＲＴＲＯＩＤ」の普及

　当社は、心臓カテーテルシミュレーター「ＨＥＡＲＴＲＯＩＤ」においては、国内外医療機
関や関連商材を取扱う商社でＴＡＶＩ（経カテーテル大動脈弁置換術）やＣＯＲＯＮＡＲＹ
（冠動脈治療分野）のトレーニングモデルを中心とした旺盛な需要を背景に積極的な販売推進
に取り組んでまいりました。医療現場における新たな手技・症例に対応したトレーニングシス
テムの開発を続け、さらなる市場拡大に向けて、積極的な国内外への営業活動に注力し、製品
の普及を図り収益拡大に努めてまいります。
　また、「全ての患者さんが安全に心臓カテーテル治療を受けられることを目指す」をスロー
ガンに、心臓疾患に留まらず、他領域のカテーテル治療にも対応できるトレーニングシミュレ
ーターのプラットフォーマーを目指し、国立大学法人大阪大学大学院医学系研究科と協力し、
研究開発を継続してまいります。

②樹脂３ＤプリンターＡＭ（Additive　Manufacturing）サービスの普及
　当社は、ＥＯＳ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｊａｐａｎ株式会社
と協同で樹脂３Ｄプリンター関連市場の拡大に向けたＡＭサービスを提供いたしております。
樹脂によるＡＭサービスは、日本国内では黎明期であり、今後樹脂素材のニーズの高まりを受
けて新規顧客へ普及させることが必要不可欠であります。当社ではＥＯＳ製ハイエンド樹脂３
Ｄプリンター導入の他にも、様々な樹脂を用いた積層品の量産に適した３Ｄ　ＳＹＳＴＥＭＳ
製樹脂３Ｄプリンター「Ｆｉｇｕｒｅ４」の設置を行い、あらゆる業界・分野に対して積極的
な営業活動を行うことで市場の開拓を進め、売上拡大に努めてまいります。

　　（鋳造事業）
①試作品大型化への対応
　当社は主として自動車産業向けの部品を中心とした多品種・小ロットの試作鋳造品の製造を
得意領域として、鋳造事業の拡大を進めてまいりましたが、顧客のＥＶ（電気自動車）開発の
本格化に伴い、試作部品の軽量・モジュール（機能集約）化が進み、大型の試作鋳造部品需要
が増加しております。当社ではこのような顧客ニーズの変化に対応すべく、更には競合他社が
追随できない大型かつ高品質の砂型鋳造品生産を実現するため、既存の生産工場における設備
の改変も含めた大型化への対応を進めてまいります。また、同時にこれら大型試作鋳造部品と
量産鋳造部品の受注拡大に向けた営業活動も強化してまいります。

②量産鋳造部品の効率的な生産体制確立
　当社は主として、顧客の研究・開発部門を中心に、試作から少量量産品の製造を行っており
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ましたが、アルミニウム、マグネシウムによる薄肉鋳造技術や製品品質が顧客から支持され、
量産用鋳造部品の受注生産も行っております。量産品製造では、効率的な製造方法や品質不具
合を極限まで減少することで歩留まり改善を進めるなど、製造課題の認識が試作品の場合と異
なる部分も多いことから、当社では「トヨタ生産方式」のノウハウを導入し、最小限の人員で
最大の生産量を実現できるよう、量産品製造の効率化を進めております。また、需要増加への
柔軟な対応、安定的な供給体制の確立に注力してまいります。

　　（ＣＴ事業）
　　　検査・測定サービスの市場開拓及び技術普及

　当社は、産業用ＣＴの全ての領域（ミリ／マイクロ／ナノフォーカス／高エネルギーＸ線）
を顧客ニーズに応じて使い分け、ソフト面、ハード面ともに国内最高水準の検査・測定サービ
スを提供しております。
　さらなる売上高の拡大には、スキャン対応サイズ・バリエーションの拡幅や、当社の産業用
ＣＴによる検査・測定サービス技術を新規分野へ普及させることが必要不可欠であります。当
社では、産業用ＣＴ装置保有先との業務提携や、ＷＥＢによるセミナー、展示会への出展をは
じめとした営業活動に加え、業界屈指の装置ボリュームを活かしたサブスクリプション（定
額）スキャンサービスの提供など、市場での認知度を高めることで技術普及を図り、売上高拡
大に努めてまいります。

　　（全社）
　　　①人材の確保、育成

　変化する事業環境に最適な企業構造を保ちつつ、長期的な成長を担保するために、優秀な人
材の確保、育成が急務であります。当社では、３Ｄプリンター事業と鋳造事業及びＣＴ事業、
また製造部門と営業部門を横断できるゼネラリスト型の人材と、製造業特有の技術・知識に長
けた職人型の人材の両面の育成が課題であり、これらに関し中長期的視野で取り組んでまいり
ます。

　　　②ブランドの知名度向上
　当社が完成品メーカーの単なる下請けではなく、３Ｄプリンターと鋳造工法による高品質な
ものづくりを行うことや、産業用ＣＴによる検査・測定において、対等なパートナーとして主
体的に関わっていくためには、製品の品質やサービス等に裏付けられたコーポレートブランド
を確立していくことが重要と考えております。そのため、営業活動におけるサービスや採用活
動において、費用対効果を見極めながら広報宣伝やＩＲ、ＰＲ活動を推進させることを課題と
認識し、工場の設計からウェブサイトや各種パンフレットに至るまで一貫したコンセプトで作
成し、コーポレート・アイデンティティの構築とそのブランディングに取り組んでまいりま
す。
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場

事 業 区 分 事 業 内 容

３ Ｄ プ リ ン タ ー 事 業

①３Ｄプリンターによる試作品、各種部品・商品の製造、販売
②３ＤプリンターによるＡＭ（Ａｄｄｉｔｉｖｅ　Ｍａｎｕｆａｃ
ｔｕｒｉｎｇ）サービス

③心臓カテーテルシミュレーター『ＨＥＡＲＴＲＯＩＤ（ハートロ
イド）』等の製造、販売

④医療用モデル（実物大モデル）のデータ編集及び製造、販売

鋳 造 事 業 アルミニウム、マグネシウムを用いた砂型鋳造法による試作品、各
種部品・商品、量産用鋳造部品の製造、販売

Ｃ Ｔ 事 業
①産業用ＣＴによる検査・測定サービス
②産業用ＣＴ及び関連サービスの販売
③産業用ＣＴ用ソフトウェアの販売

⑸　主要な事業内容（２０２３年１２月３１日現在）

名称 事業区分 場所

本 社 － 神奈川県横浜市港北区

本 社 工 場 ３Ｄプリンター事業、ＣＴ事業 同上

コンセプトセンター 鋳造事業、ＣＴ事業 長野県飯田市

ミーリングセンター 鋳造事業 静岡県浜松市浜名区

Ａ Ｍ セ ン タ ー ３Ｄプリンター事業 神奈川県横浜市港北区

⑹　主要な営業所及び工場（２０２３年１２月３１日現在）
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 使 用 人 数 前事業年度末比増減

３ Ｄ プ リ ン タ ー 事 業 17 （6）名 △1 （1）

鋳 造 事 業 106 （20） 23 （△2）

Ｃ Ｔ 事 業 7 （－） △3 （－）

全 社 （ 共 通 ） 18 （3） － （－）

合 計 148 （29） 19 （△1）

⑺　使用人の状況（２０２３年１２月３１日現在）

（注）１. 使用人数は就業員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、
パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２. 全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門及び企画部門に
所属しているものであります。

借 入 先 借 入 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 829,000千円

飯 田 信 用 金 庫 265,970千円

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 100,000千円

⑻　主要な借入先の状況（２０２３年１２月３１日現在）

⑼　その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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⑴　発行可能株式総数 11,840,000株

⑵　発行済株式の総数 5,503,600株（うち自己株式300株）

⑶　株主数 4,440名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

渡　邊　大　知 1,261,200株 22.92％

鈴　木　浩　之 401,200 7.29

楽天証券株式会社 205,300 3.73

渡邊商事株式会社 184,000 3.34

株式会社ＳＢＩ証券 178,233 3.24
山　﨑　晴太郎 75,600 1.37
ＪＭＣ従業員持株会 62,900 1.14
松井証券株式会社 59,600 1.08
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN

　（常任代理人　野村證券株式会社)
45,000 0.82

ＪＭＣ役員持株会 44,000 0.80

２．株式の状況（2023年12月31日現在）

(注)　譲渡制限付き株式報酬による新株式の発行及び新株予約権の行使により、発行済株式総数は、182,900株
増加しております。

⑷　大株主

(注) １．持株比率は自己株式（300株）を控除して計算しております。
２．取締役の「持株数」には、役員持株会における持分株式数を含めておりません。

⑸　その他株式に関する重要な事項
　　該当事項はありません。
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新株予約権等の状況

第1回新株予約権 第2回新株予約権 第3回新株予約権

発行決議日 2014年7月31日 2015年3月27日 2015年8月5日

新株予約権の数 100個 15個 30個

新株予約権の目的
となる株式の種類
と数

普通株式　80,000株
（新株予約権１個につき800株）

普通株式　12,000株
（新株予約権１個につき800株）

普通株式　24,000株
（新株予約権１個につき800株）

新株予約権の
払込金額

新株予約権と引換えに
払い込みは要しない

新株予約権と引換えに
払い込みは要しない

新株予約権と引換えに
払い込みは要しない

新株予約権の行使
に際して出資され
る財産の価額

新株予約権１個当たり
100,000円

（１株当たり125円）

新株予約権１個当たり
400,000円

（１株当たり500円）

新株予約権１個当たり
400,000円

（１株当たり500円）

権利行使期間
2016年7月31日から
2024年7月31日まで

2017年3月27日から
2025年3月26日まで

2017年8月6日から
2025年8月4日まで

行使の条件 （注）５ （注）５ （注）５

役
員
の
保
有
状
況

取　締　役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数
100個

新株予約権の数
0個

新株予約権の数
30個

目的となる株式数
80,000株

目的となる株式数
0株

目的となる株式数
24,000株

保有者数
1人

保有者数
0人

保有者数
1人

監　査　役

新株予約権の数
0個

新株予約権の数
15個

新株予約権の数
0個

目的となる株式数
0株

目的となる株式数
12,000株

目的となる株式数
0株

保有者数
0人

保有者数
1人

保有者数
0人

３．新株予約権等の状況
　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
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　　既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
分割・併合・新規発行前の時価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

（注）１. 第１回及び第２回の新株予約権の数並びに新株予約権の目的となる株式の数については、新株発行数
から既に権利者による権利放棄の申し出があった株式の数を減じた数とする。

２. 新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、新株予約権発行時現在は１株、事業年度末現在は
800株とする。
ただし、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合、次の算式により調整するものとする。ただ
し、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数
について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が
新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとする。

３. 新株予約権割当日後、当社が株式の分割・併合及び時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処
分を行う場合（時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く。）は、次
の算式により１株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生ずる１円未満の端数は切り上げる。

なお、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数
とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、
「分割・新規発行による増加株式数」は「処分株式数」とそれぞれ読み替える。
また、新株予約権割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他１株当
たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は１株当たりの行使価額の調整を行うこと
ができるものとする。

４. 新株予約権の取得条項
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計
画承認の議案又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、
株主総会で承認されたときは、当社取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することがで
きる。

②当社は、新株予約権の割当てを受けた者が前項に定める条件により、権利を行使する条件に該当しな
くなった場合は、当社取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。ただ
し、この取得処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
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５. 新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員
その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が
任期満了により退任又は定年退職した場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

②新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来前に死亡した場合は、その権利を喪
失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使期間到来後に死亡した場合
は、相続人がその権利を行使することができる。

③新株予約権の質入れその他一切の処分は認められない。

６. 2016年７月15日開催の取締役会決議により、2016年８月12日付で普通株式１株につき400株の株式
分割を行っております。これによって、「新株予約権の目的となる株式の種類と数」、「新株予約権
の行使に際して出資される財産の価額」が調整されております。

７. 2018年12月５日開催の取締役会決議により、2019年１月１日付で普通株式１株につき２株の株式分
割を行っております。これによって、「新株予約権の目的となる株式の種類と数」、「新株予約権の
行使に際して出資される財産の価額」が調整されております。
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会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長兼ＣＥＯ 渡 邊 大 知

専 務 取 締 役 兼 Ｃ Ｏ Ｏ 鈴 木 浩 之

取 締 役 兼 Ｃ Ｆ Ｏ 篠 﨑 史 郎

取 締 役 兼 Ｃ Ｄ Ｏ 山 　 﨑 　 晴 太 郎 株式会社セイタロウデザイン 代表取締役
株式会社エスプロ 代表取締役

取 締 役 長 坂 英 樹 グローバル・トランザクション・パートナーズ株式会社
代表取締役

取 締 役 岡 本 英 利 株式会社オン・アンド・オン 代表取締役

常 勤 監 査 役 山 下 芳 生

監 査 役 村 田 真 一

兼子岩松法律事務所 弁護士
株式会社プラザホールディングス 社外取締役（監査等委員）
シュッピン株式会社 社外取締役
株式会社クロスフォー 社外取締役（監査等委員）
株式会社坪田ラボ 社外監査役

監 査 役 増 田 光 利
公認会計士増田会計事務所 所長
株式会社えいえん堂 代表取締役
Yee Japan株式会社 代表取締役

４．会社役員の状況
⑴　取締役及び監査役の状況（2023年12月31日現在）

（注）  １.  取締役長坂英樹氏及び岡本英利氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 監査役山下芳生氏、村田真一氏及び増田光利氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３. 常勤監査役山下芳生氏は、金融機関の支店長を歴任する等、金融法務に関して幅広い知見を有していることから、高い監

督能力を期待できると判断しております。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。
４. 監査役村田真一氏は、弁護士であり、金融商品取引法、会社法等、法律に関する専門的な知識を有しているため、法務に

関して高い監督機能を期待できると判断しております。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。
５. 監査役増田光利氏は、公認会計士として、財務・会計及び税務に精通し、高い専門性と豊富な知見を有しております。こ

れまで培われてきた経験は当社の管理体制の強化に寄与するものと判断しております。当社との間には、特記すべき利害
関係はありません。

６. 当社は、社外取締役長坂英樹氏及び岡本英利氏並びに社外監査役山下芳生氏、村田真一氏及び増田光利氏について、株式
会社東京証券取引所が確保を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を
提出しております。

－ 32 －



2024/02/28 11:05:20 / 23062389_株式会社ＪＭＣ_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

７. ＣＥＯはChief Executive Officer（最高経営責任者）であり、経営全般に関する事項を管掌しております。
８. ＣＯＯはChief Operating Officer（最高執行責任者）であり、事業全般に関する事項を管掌しております。
９. ＣＦＯはChief Financial Officer（最高財務責任者）であり、管理担当取締役として管理部門業務に関する事項を管掌し

ております。
10. ＣＤＯはChief Design Officer（最高デザイン責任者）であり、デザイン、ブランド・マネジメント、コミュニケーショ

ン戦略に関する事項を管掌しております。

⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基
づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役もしくは監査役が責任の原因となった職務の
遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑶　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、全ての取締役及び監査役を被保険者とした、会社法第430条の3第1項の規定に基づく
役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
　当該契約の内容の概要は、以下のとおりであります。
イ．会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用
　　及び損害賠償金等を填補の対象としております。
ロ．被保険者の職務執行の適正が損なわれないようにするための措置として、被保険者による
　　犯罪行為等に起因する補償等については填補の対象外としております。
ハ．当該契約の保険料は全額当社が負担しております。
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区　分 員 数 報酬等の総額
(千円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （ 千 円 ）

基本報酬 賞与 非金銭報酬等
取 締 役
（うち社外取締役）

6名
（2）

129,622
(7,200)

100,200
(7,200)

23,224
(－)

6,198
(－)

監 査 役
（うち社外監査役）

3
（3）

12,480
(12,480)

12,480
(12,480) － －

合 計
（うち社外役員）

9
（5）

142,102
(19,680)

112,680
(19,680)

23,224
(－)

6,198
(－)

⑷　取締役及び監査役の報酬等
①　当事業年度に係る報酬等の総額

②　当事業年度に支払った役員退職慰労金
　該当事項はありません。

③　非金銭報酬等の内容
　取締役（社外取締役を除く）が株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、企
業価値向上を図るために、譲渡制限付株式を交付しております。譲渡制限付株式の付与のため
の報酬限度額は、2019年３月27日開催の第27回定時株主総会において年額120百万円以内
（社外取締役は除く）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の社外取締役を
除く取締役の員数は４名です。

④　取締役及び監査役の報酬等について株主総会の決議に関する事項
　取締役及び監査役の報酬は、2014年7月31日開催の第22回定時株主総会において、取締役
の報酬限度額を年額180百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内）、監査役の報酬限度額
を年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数
は４名、監査役の員数は１名です。

⑤　取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針
　当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した
報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすること
を基本方針としております。
　個人別報酬は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長渡邊大知が取締役の個人別の報
酬額の具体的内容を決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯
瞰し、各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。取締役会は、
当該権限が客観性及び公正性が確保された状態で行使されていることを確認しており、その内
容が決定方針に沿うものであると判断しております。
　各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

－ 34 －



2024/02/28 11:05:20 / 23062389_株式会社ＪＭＣ_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

⑥　社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はありません。

⑸　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役 長坂英樹氏は、グローバル・トランザクション・パートナーズ株式会社 代表
取締役であります。

　当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。

・社外取締役 岡本英利氏は株式会社オン・アンド・オン 代表取締役であります。
　当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。

・社外監査役 村田真一氏は、兼子岩松法律事務所 弁護士、株式会社プラザホールディング
ス 社外取締役（監査等委員)、シュッピン株式会社 社外取締役、株式会社クロスフォー 
社外取締役（監査等委員）及び、株式会社坪田ラボ 社外監査役であります。

　当社と各兼職先との間には特別の利害関係はありません。

・社外監査役 増田光利氏は公認会計士増田会計事務所 所長、株式会社えいえん堂 代表取締
役、及びYee Japan株式会社 代表取締役であります。

　当社と各兼職先との間には特別の利害関係はありません。
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会社役員の状況

出席状況及び発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外
取締役 　 長 坂 英 樹

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしました。経
営者としての豊富な経験を有しており、税務・会計分野に関する高い
専門性と幅広い知見から当社経営に対して有用な助言・提案を期待さ
れており、在任期間中における同氏の助言・提案等によって当社の経
営体制がさらに強化されたものと判断しております。

社外
取締役 　 岡 本 英 利

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席いたしました。経
営者としての豊富な経験を有しており、ＩＴ分野に関する高い専門性
と幅広い知見から当社経営に対して有用な助言・提案を期待されてお
り、在任期間中における同氏の助言・提案等によって当社の経営体制
がさらに強化されたものと判断しております。

社外
監査役 　 山 下 芳 生

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、監査役会13回の全て
に出席いたしました。出席した取締役会において、金融法務の専門的
見地から適宜発言を行っております。また、監査役会において、監査
役相互の意見の内容や根拠を検討し、積極的に発言を行うなど、当社
経営の透明性・公正性の確保及びコーポレートガバナンスの強化に重
要な役割を果たしております。

社外
監査役 　 村 田 真 一

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、監査役会13回の全て
に出席いたしました。出席した取締役会において、主に金融商品取引
法、会社法等に関し、弁護士としての専門的見地から適宜発言を行っ
ております。また、監査役会において、当社のコンプライアンス体制
等について適宜、必要な発言を行っております。

社外
監査役 　 増 田 光 利

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、監査役会13回の全て
に出席いたしました。出席した取締役会において、主に公認会計士と
しての専門的な知識・経験を踏まえ、適宜発言を行っております。ま
た、監査役会において、当社の経理システム並びに内部統制について
適宜、必要な発言を行っております。

②　当事業年度における主な活動状況

－ 36 －



2024/02/28 11:05:20 / 23062389_株式会社ＪＭＣ_招集通知_電子提供措置用

会計監査人の状況、会社の支配に関する基本方針

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25,000千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 25,000千円

５．会計監査人の状況
⑴　名称　　　　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

⑵　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

⑶　非監査業務の内容
　当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているＫＰＭＧ税理士法人に対して税務
コンサルティング等に基づく報酬を支払っております。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、会計監査人を解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。

６．株式会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針について
は、特に定めておりません。
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 消 費 税 等
前 渡 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定
特 許 権
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
出 資 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

1,562,520
303,243

1,366
183,030
674,972
69,909
82,730
86,606
49,119
52,298
59,064

744
△565

3,418,083
3,277,757
1,910,565
239,228
427,891

252
34,651

320,737
222,589
121,840
40,689
2,885

12,980
4,818

18,849
1,156

99,636
10

16,893
27,156
55,577　

（負　債　の　部）
流 動 負 債 1,128,904

買 掛 金 115,314
短 期 借 入 金 200,000
１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 256,012
リ ー ス 債 務 86,780
未 払 金 271,329
未 払 費 用 2,387
未 払 法 人 税 等 82,106
契 約 負 債 7,251
預 り 金 8,310
賞 与 引 当 金 76,008
役 員 賞 与 引 当 金 22,572
製 品 保 証 引 当 金 204
そ の 他 627

固 定 負 債 990,525
長 期 借 入 金 738,958
リ ー ス 債 務 161,460
資 産 除 去 債 務 89,131
そ の 他 974

負 債 合 計 2,119,429
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 2,861,174
資 本 金 807,609
資 本 剰 余 金 794,609
資 本 準 備 金 794,609

利 益 剰 余 金 1,259,359
利 益 準 備 金 1,894
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,257,465
繰 越 利 益 剰 余 金 1,257,465

自 己 株 式 △403
純 資 産 合 計 2,861,174

資 産 合 計 4,980,604 負 債 純 資 産 合 計 4,980,604

貸　借　対　照　表
（2023年12月31日現在）

（単位：千円）
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損益計算書

(2023年 1 月 1 日から
2023年12月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 3,640,002
売 上 原 価 2,132,931
売 上 総 利 益 1,507,070
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 970,446
営 業 利 益 536,623
営 業 外 収 益

受 取 利 息 4
補 助 金 収 入 4,097
受 取 保 険 金 1,235
為 替 差 益 1,232
そ の 他 4,013 10,583

営 業 外 費 用
支 払 利 息 11,962
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 1,703
そ の 他 103 13,768

経 常 利 益 533,438
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 23,752
固 定 資 産 売 却 損 1,908 25,661

税 引 前 当 期 純 利 益 507,777
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 142,346
法 人 税 等 調 整 額 1,735 144,082
当 期 純 利 益 363,695

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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会計監査報告

計算書類に係る会計監査報告

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川 村  敦
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川 口 靖 仁

独立監査人の監査報告書
2024年２月13日

株式会社ＪＭＣ
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
  横浜事務所

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＪＭＣの2023年１月

１日から2023年12月31日までの第32期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
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会計監査報告

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない　
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
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会計監査報告

　監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び
内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過

程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2023年１月１日から2023年12月31日までの第32期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産
の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用
人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いた
しました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ
いても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年２月14日
株 式 会 社 Ｊ Ｍ Ｃ 　 監 査 役 会
常勤社外監査役 　 山 下 芳 生 ㊞
社 外 監 査 役 　 村 田 真 一 ㊞
社 外 監 査 役 　 増 田 光 利 ㊞

　

以　上
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地図

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：　神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目６番１５号
新横浜グレイスホテル　４階　シャーロット

TEL ０４５－４７４－５１１１
https://gracehotel.jp/access/

城南信用金庫

至第三京浜

新横浜
駅前公園

AIG損保
（富士火災）

新横浜駅

Shin Yokohama
GRACE HOTEL

横浜アリーナ

横浜銀行
事務センタープリンス

ぺぺ

東海道新幹線 至東京

横浜
銀行バスターミナル

環状２号線

JR横浜線

至小田原

横浜市営
地下鉄出口１

４
３

横
浜
市
営
地
下
鉄

ホテル駐車場のご利用ができな
い場合がございます。満車の際
は近隣の有料駐車場をご利用い
ただく場合があることを予めご
了承ください。

横
浜
市
営
地
下
鉄 

新
横
浜
駅

相鉄・東急新横浜駅

交通　新横浜駅より徒歩３分
　　　（JR東海道新幹線、JR横浜線、横浜市営地下鉄、東急線、相鉄線）


